
 

 

除染特別地域（直轄除染）における仮置場等注１） の箇所数及び保管物数注２） に 

ついて 

平成２７年２月２０日 

○ 平成２６年１２月３１日時点の仮置場等の箇所数及び保管物数（市町村別） 

市町村 

①保管物の搬入が完了

した仮置場等  注３） 

② 保管物の搬入が 

施工中の仮置場等 
① + ② の合計 

箇所数 保管物数 箇所数 保管物数 箇所数 保管物数 

田村市 6 37,139 - - 6 37,139 

川内村 3 94,588 注４） - - 3 94,588 

楢葉町 24 569,732 注５） - -  24 569,732 

大熊町 15 222,943 - - 15 222,943 

川俣町 1 2,685 25 234,726 26 237,411 

葛尾村 0 0 28 415,182 28 415,182 

飯舘村 7  30,477 注６） 36 459,901 43 490,378 

南相馬市 5 5,120 7 239,770 12 244,890 

浪江町 14 78,963 8 113,852 22 192,815 

富岡町 12 15,364 5 121,461 17 136,825 

双葉町 5 11,456 - - 5 11,456 

合計 92 1,068,467 109 1,584,892  201 2,653,359 

注１） 仮置場等 ： 仮置場のほか、一時保管所、仮仮置場などを含む。 

注２） 保管物数 ： 単位は「袋」。なお、１袋当たりの体積は、おおむね１ｍ３。 

注３）「①保管物の搬入が完了した仮置場等」とは、本格除染またはそれ以前の除染工事による除去土壌

の搬入が完了したものを指す（フォローアップ除染等による除去土壌の搬入は、今後もあり得る）。 

注４）川内村では、県道除染とフォローアップ除染等による除去土壌の搬入があったため、保管物量が

増加している。 

注５）楢葉町では、フォローアップ除染等による除去土壌の搬入があったため、保管物量が増加してい

る。 

注６）飯舘村では、平成 26年 10～11月に、搬入が完了した仮置場同士で保管物の移設を行った。この

際、仮置場外に搬出された一部の保管物を数量から除外したが、12月に移設工事が完了し、改め

て数量に加えたため、前月に比べて保管物量が増加している。 



 

 

《参 考》 

○ 平成２６年１１月３０日時点の数値（平成２７年１月２３日公表） 

市町村 

①保管物の搬入が

完了した仮置場等 

②保管物の搬入が

施工中の仮置場等 
① + ② の合計 

箇所数 保管物数 箇所数 保管物数 箇所数 保管物数 

田村市 6 37,139 - - 6 37,139 

川内村 3 91,077 - - 3 91,077 

楢葉町 24 567,255 - - 24 567,255 

大熊町 15 222,943 - - 15 222,943 

川俣町 1 2,685 25 222,835 26 225,520 

葛尾村 0 0 27 393,192 27 393,192 

飯舘村 7 26,310 32 375,786 39 402,096 

南相馬市 5 5,120 7 217,412 12 222,532 

浪江町 14 78,963 7 88,683 21 167,646 

富岡町 12 15,364 5 86,739 17 102,103 

双葉町 5 11,456 - - 5 11,456 

合計 92 1,058,312 103 1,384,647  195 2,442,959 

 


